
倫 参 ― １ ７

令和２年３月２５日

各府省等倫理監督官 殿

国家公務員倫理審査会事務局長

「国家公務員倫理審査会が所掌する手続等に係る人事院規則１―３８

（人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用）

の運用について」の一部改正について（通知）

「国家公務員倫理審査会が所掌する手続等に係る人事院規則１―３８（人事院

関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用）の運用について（平

成１５年４月１日倫参―１１）」の一部を下記のとおり改正したので、令和２年

４月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分があるものは、これを当該傍線を付した

部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分がないものは、これを削る。

改 正 後 改 正 前

１ 人事院規則１―３８（人事院関 １ 人事院規則１―３８（人事院関

係法令に基づく行政手続等におけ 係法令に基づく行政手続等におけ



る情報通信技術の活用）（以下「 る情報通信技術の活用）（以下「

規則」という。）第１６条の規定 規則」という。）第１６条の規定

により読み替えられた規則第６条 により読み替えられた規則第６条

第１項第４号の「審査会が定める 第１項第４号の「審査会が定める

電子証明書」は、政府認証基盤（ 電子証明書」は、次に掲げる電子

複数の認証局によって構成される 証明書とする。

認証基盤であって、政府が、国の

行政機関の長その他の国家公務員

の職の証明その他電子情報処理組

織を使用した手続を行い、又は行

わせるために運営するものをい

う。）を構成する認証局が発行す

る電子証明書とする。

（削る） 一 省庁間電子文書交換システ

ムにおいて使用される電子証

明書

（削る） 二 政府認証基盤（複数の認証

局によって構成される認証基

盤であって、政府が、国の行

政機関の長その他の国家公務

員の職の証明その他電子情報

処理組織を使用した手続を行

い、又は行わせるために運営

するものをいう。）を構成す

る認証局が発行する電子証明

書



２ （略） ２ （略）

以 上


